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   令和５年４月            

長崎県観光振興課  

        （一社）長崎県観光連盟  

  

  

令和５年度 長崎県「しま旅滞在促進事業」補助金交付要綱 第 12条に定める特別対策 

  

補助金の交付については、長崎県「しま旅滞在促進事業」補助金交付要綱及び令和 5年度長崎県

「しま旅滞在促進事業」仕様書に定めるもののほか、下記のとおりとする。  

 

                    記 

１．補助対象 

令和 5年 4月 1日以降に出発し、令和 6年 2月 29日までに終了（帰着）する募集型企画旅行

商品及び受注型企画旅行商品とする。ただし、教育旅行は除く。また、予算がなくなり次第

終了する。  

  

２．補助内容  

①割引（助成）額：別表 2のとおり。  

②企画開発費   ：延べ宿泊客数に 1,000円を乗じた額  

③新型コロナウイルス感染症復興対策費：延べ宿泊客数に 5,000円を乗じた額（3泊まで）  

  

 ＜個人型旅行商品（募集型企画旅行商品（フリープラン））＞ 

・補助事業者への補助金額は、上記①②の合計額  

・補助事業者は、①を旅行代金から差し引いて販売する。  

・③については、補助対象外であるが、「行っ得！長崎のしまクーポン券」の交付対象とする。

同クーポン券は、交付を受けた市町内（目的地）の飲食店や交通機関のうち、同クーポンの

取扱加盟登録がなされている店舗でのみ利用可能である。  

補助事業者は、利用者に対して同クーポン券の交付を希望する場合、同クーポン券の交付に

必要な引換券（様式は事務局で提示）を利用者に対して発行するものとする。 

利用者は、島に設置している交付窓口において、クーポン券の交付申請書に必要事項を記入

のうえ、補助事業者が発行した引換券を添えて、クーポン券の交付を受けるものとする。  

・クーポン券交付は、島での延べ宿泊客数に 5,000円を乗じた額（3泊まで）とする。  

 

＜団体型旅行商品（募集型企画旅行商品（エスコート）及び 受注型企画旅行商品）＞  

・補助事業者への補助金額は、上記①～③の合計額  

・補助事業者は、①、③（後述するお客様特典に要する費用を除く）を旅行代金から差し引いて

販売する。  

 

３．新型コロナウイルス感染症復興対策費の補助条件  

下記の条件を全て満たすこと。満たさない場合は補助の対象外とする。 

 

（条件１） 

募集型企画旅行商品はその募集広告に、受注型企画旅行商品はその旅行契約書に、新型コロナ

ウイルス感染症復興対策費を受けた割引商品であることを示す文言を表記すること。 
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●助成金に関する説明文の記載例は以下のとおり。 

＜記載例１＞ 

この商品は国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の助成に加えて、新型コロナウイ

ルス感染症復興対策費の助成を受けて実現しました。 

※追加表記 

・団体型旅行商品（募集型企画旅行商品（エスコート）及び受注型企画旅行商品）の場合 

「島のお土産付き」を表記 

・個人型旅行商品（募集型企画旅行商品（フリープラン）の場合 

  「行っ得！長崎のしまクーポン券」に関する文言を表記 

 

＜記載例２＞既存商品を値下げして販売する場合 

この商品は、国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金と新型コロナウイルス感染症復

興対策費により○月号で告知した商品よりもお得になっております。 

 

〔旅行代金の記載例〕 

・割引前の販売価格（税・サービス料込） ○○,○○○円（～◎◎,◎◎◎円） 

・本事業の割引額・特別対策        △,□△□円 

・割引後の販売価格           □□,□□□円（～◇◇,◇◇◇円） 

 

（条件２） 

団体型旅行商品において、島での 1人 1泊あたり 1,000円以上のお客様特典の付与があるこ

と。また、お客様特典は、宿泊する市町内の観光協会が指定する取扱店を通した現地の土産品

とする。 

●団体型旅行商品でのお客様特典（例） 

（例１）五島市内２泊、新上五島町内１泊の３泊４日の場合 

五島市観光協会が指定する取扱店から 2,000円（1,000円×2泊）以上 

上五島町観光物産協会が指定する取扱店から 1,000 円（1,000 円×1泊）以上 

合計 3,000 円以上のお客様特典を付与  

 （例２）対馬市内５泊６日の場合（３泊が上限） 

対馬観光物産協会が指定する取扱店から 3,000円（1,000円×3泊）以上 

のお客様特典を付与 

 

※上記２例の補助額とその内訳 

特別対策 5,000 円×3泊=15,000円  

（内訳：旅行代金値引き 12,000円、お客様特典 3,000円 合計 15,000 円） 

 

●観光協会は以下のとおり。  

対馬市：一般社団法人対馬観光物産協会／壱岐市：一般社団法人壱岐市観光連盟  

五島市：一般社団法人五島市観光協会 ／新上五島町：一般社団法人新上五島町観光物産協会 

小値賀町：ＮＰＯ法人おぢかアイランドツーリズム協会 

佐世保市宇久町：一般社団法人宇久町観光協会  

 

●実績報告の際に、宿泊する島の観光協会が指定する取扱店が発行するお客様特典に係る「請

求書」の写しも提出すること。 

 


